
寸
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

i
L
の

「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

ー
暴
君
殺
害
を
め
ぐ
っ
て
:
グ
ス
タ
l
ブ
・
ラ

l
ト
プ
ル
ブ
と
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
場
合
i

石

善

(1) 

ト
リ
ゴ
ノ
ス
現
象
の
拡
大

わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
、
第
三
帝
国
期
の
知
識
人
た
ち
を
、
ま
ず
大
き
く
川
国
外
亡
命
と
帥
国
内
に
止
ま
っ
た
人
々
と
に
分
け
た
。
ヒ

ト
ラ

i
体
制
に
対
す
る
仮
借
な
い
批
判
は
、
そ
の
主
義
主
張
か
ら
そ
の
心
情
か
ら
そ
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
川
の
国
外
亡
命
者
逮

に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。
学
者
に
よ
っ
て
は
、
第
三
帝
国
時
代
の
ド
イ
ツ
文

(註
I
)

学
は
こ
の
圏
外
亡
命
者
達
の
作
品
だ
げ
で
あ
る
と
断
言
す
る
説
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
後
者
つ
ま
り
ナ
チ
ス
期
間
内
に
止
ま
っ
た
人
達
を
、

わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
①
陶
酔
型
ご
時
的
陶
酔
と
陶
酔
状
態
の
持
続
)
、
②
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
型
(
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
主
義
と
自

覚
的
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
)
、
③
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
i
型
(
精
神
的
抵
抗
者
)
、
④
殉
教
者
型
の
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
た
。
「
陶
酔
型
・
一
時
的
L

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
1
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
L
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目、
i
v
l
 
ゴ
ッ
ト
フ
リ
!
ト
・
ベ
ン
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ

i
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
が
、
「
陶
酔
型
・
い
か
れ
っ
ぱ

な
し
」
に
は
ナ
チ
ス
に
同
調
し
、
積
極
的
に
協
力
し
た
多
数
の
人
達
が
含
ま
れ
る
。
寸
殉
教
者
型
」
に
は
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
オ
シ
エ
ツ
キ
l
、

ヨ
ッ
へ
ン
・
ク
レ
ッ
パ

l
、
デ
ィ

1
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ツ
ブ
ァ
ー
ら
が
、
寸
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
型
L

の
「
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
」
主
義

に
は
殆
ど
全
て
の
一
般
人
、
知
識
人
が
含
ま
れ
、
寸
自
覚
的
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス
ト
」

の
場
合
は
、
「
ナ
チ
の
正
体
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
な
が

ら
、
出
世
の
階
段
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
昇
っ
て
い
」
っ
た
、
こ
れ
ま
た
多
数
の
人
達
が
含
ま
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
川
の
国
外
亡
命
者
逮
と
、

ωの
①
②
一
④
の
分
類
に
含
ま
れ
る
タ
イ
プ
は
考
察
し
な
い
。
川
の
閣
外
亡
命
者
逮
が

〈注
2
)

「
ド
イ
ツ
の
悲
劇
を
外
国
の
桟
敷
席
や
平
土
間
か
ら
傍
観
」
し
て
い
た
と
言
う
の
は
流
石
に
一
言
い
過
ぎ
で
あ
る
が
、
園
内
に
居
て
・
長
期

に
わ
た
っ
て
・
直
接
ナ
チ
ス
権
力
の
残
酷
な
圧
力
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
側
の
分
類
の
中
で
、

い
か
れ
て
し
ま
っ
た
者
、
長
い
も
の
に
巻
か
れ
て
し
ま
っ
た
者
、
主
義
主
張
を
断
固
貫
い
た
殉
教
者
も
、
考
察
の
対
象

一
時
的
あ
る
い
は
持
続
的

に
「
陶
酔
L

し、

と
し
て
は
極
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
視
角
か
ら
は
ず
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
③
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
!
型
に
含

ま
れ
る
人
々
の
み
が
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
対
象
と
な
る
。
す
で
に
分
析
し
て
き
た
、
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス

生

の
原
型
で
あ
る
古
典
文
献
学
者
た
ち
、

ク
リ
ン
ク
ナ

l
、
ス
ネ
ル
、

ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
ら
、

ナ
チ
ス
に
最
初
か
ら
距
離
を
お
き
、
国
外
に
亡

命
す
る
事
無
く
、

し
か
も
「
強
制
的
画
一
化
」
に
同
化
せ
ず
、
学
問
研
究
の
陰
に
臆
れ
て
、
間
接
的
に
巧
妙
に
ナ
チ
ス
批
判
を
敢
行
し
た

人
達
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
は
ウ
ェ
ル
、
ギ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
「
田
園
の
理
想
郷
し
と
さ
れ
、
時
の

三
頭
政
治
家
の
「
土
地
没
収
」
と
い
う
悪
政
に
対
す
る
詩
的
批
判
の
、
精
神
的
抵
抗
の
根
拠
地
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
寸
ト

リ
ゴ
ノ
ス

L
で
も
全
く
同
じ
よ
う
に
、
古
典
文
献
学
者
連
が
、
今
度
は
二
千
年
前
の
ウ
ェ
ル
、
ギ
ウ
ス
や
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

i
L
な
る
理
想



郷
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
に
存
在
す
る
ナ
チ
ス
政
権
を
「
暗
々
裏
」
に
否
定
し
て
「
強
制
的
画
一
化
」
を
拒
ん
だ
こ
と
は
す
で
に

見
た
。
思
想
的
範
嬬
と
し
て
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
な
る
概
念
は
、
心
の
中
に
・
あ
る
理
想
の
景
観
を
も
ち
、
こ
れ
を
拠
り
所
と
し
て

現
在
の
悪
し
き
政
治
に
精
神
的
抵
抗
を
行
な
う
と
い
っ
た
態
度
・
生
き
方
を
さ
す
。
極
め
て
専
制
的
か
つ
強
圧
的
な
政
治
権
力
で
あ
っ
て
、

ほ
ぽ
完
全
に
言
論
の
自
由
を
欠
い
て
い
る
政
治
体
制
の
場
合
に
は
、
こ
う
い
っ
た
事
例
は
最
も
典
型
的
に
発
生
し
よ
う
。
現
代
に
お
げ
る

全
体
主
義
体
制
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
、
あ
る
い
は
古
代
や
中
世
の
専
制
的
政
治
体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
発
生
は
い
わ
ば
必
然
な
の
で

あ
る
。
精
神
的
抵
抗
の
発
生
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ぬ
普
遍
的
現
象
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
、
『
牧
歌
』
を
、
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
|
」
を
、
専
門
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
熟
知
し
な
い
音
楽
家
、

画
家
、
法
哲
学
者
、
歴
史
家
や
哲
学
者
と
て
、
実
は
、
全
く
「
古
典
文
献
学
者
」
遣
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
学
問
を
通
じ
て
そ
の
理
想

と
す
る
生
き
方
を
心
に
抱
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
優
れ
た
(
必
ず
し
も
「
優
れ
た
L

人
物
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
な
い
、
普
通
の

人
で
も
良
い
、
た
だ
普
通
の
人
の
場
合
、
自
己
の
意
志
・
思
想
を
証
言
と
し
て
書
き
残
す
事
に
限
界
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
)
学
者
・
作
家
・

し
た
が
っ
て
、

芸
術
家
で
あ
る
な
ら
、
必
ず
や
現
実
の
悪
し
き
政
治
を
批
判
す
る
在
る
べ
き
理
想
的
景
観
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
ナ
チ
ズ
ム

に
学
問
の
・
芸
術
の
装
い
の
下
に
抵
抗
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
学
問
・
芸
術
の
在
り
方
、
精
神
的
抵
抗
の
在
り

方
を
も
こ
の
「
ア
ル
カ
デ
イ
ア

l
」
な
る
概
念
の
中
に
含
め
よ
う
。
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
な
る
精
神
的
抵
抗
の
根
拠
地
を
拡
大
し
て
、
詩

文
以
外
の
哲
学
や
諸
学
・
諸
芸
術
の
領
域
に
ま
で
広
げ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

「
ア
ル
カ
デ
イ
ア
l
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
L
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(2) 

暴
君
殺
害
論
!
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
・
・
法
哲
学
の
立
場
か
ら

思
想
的
範
嬬
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

iL
な
る
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
拡
大
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
一
京
す
た
め
に
、
以
下
の
文
で
は
、
法
哲
学
者
グ
ス
タ
l
フ
・
ラ

i
ト
プ
ル
フ

(
一
八
七
八

1
一
九
四
九
)

の
ケ
ー
ス
を
示
す
こ
と
に
し

よ〉フ。

ブ
l
ベ
ル
ト
・
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
l
編
『
法
・
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』

の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

本
来
、
抵
抗
権
の
第
一
の
番
人
で
あ
る
は
ず
の
法
哲
学
者
の
仲
間
う
ち
で
も
、
ま
さ
に
抵
抗
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
グ
ス
タ

1
ブ・

ラ
l
ト
プ
ル
プ
が
一
九
一
ニ
二
年
に
「
迫
り
く
る
再
野
蛮
化
」
に
警
告
を
発
し
、

さ
ら
に
一
九
三
三
年
に
は
、

ナ
チ
ズ
ム
の
刑
法
は
「
テ

ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
L

と
の
熔
印
を
押
し
た
と
き
、
彼
は
孤
立
無
援
問
然
の
状
態
に
あ
っ
た
。
亡
命
し
た
か
、

ま
た
所
謂
寸
国
内
亡
命
し

へ
と
引
き
こ
も
っ
た
法
哲
学
者
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
も
、
奇
妙
と
い
う
ほ
か
な
い
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
、
ハ
ン
ス
・
ケ

(控
3
)

ル
ゼ
ン
と
エ
!
リ
ツ
ヒ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
が
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
グ
ス
タ
!
フ
・
ラ
l
ト
ブ
ル
ブ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
の
確
認
事
項
は
ラ
l
ト
プ
ル
フ
が
「
国
内
亡
命
L

を
行
っ
た
、
数
少
な
い
法
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
が
、
な

お
、
こ
の
引
用
文
中
の
、

一
九
三
二
年
の
寸
迫
り
く
る
再
野
蛮
化
」
の
警
告
と
は
、
「
刑
罰
の
本
質
に
あ
る
教
育
的
思
考
」
な
る
講
潰
(
一

九
三
二
年
八
月
)
の
結
び
の
言
葉
に
、
「
ご
来
場
の
皆
様
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
仕
事
の
分
野
で
、
迫
り
く
る
再
野
蛮
化

(
F
R
E
E
g
'

voロ門同

g
問
。

σω
吾
川
凶
江
田
町

O
E口
問
)
に
直
面
し
て
も
、
理
性
と
正
義
と
人
間
性
の
永
遠
の
価
値
を
し
っ
か
と
保
持
し
て
い
ま
し
ょ
う
L

と
あ
る

言
葉
を
指
針
列
。
ま
た
、
ナ
チ
ズ
ム
の
刑
法
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
L

な
る
告
発
は
、
論
文
t
皆

E
時
吋
常
}
凶
仲
間
民

2
5
5
ι
z
m昨

日

osz'

ONE-印
B
ロ
印
ョ
(
一
九
三
三
年
一
月
)
に
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
彼
の
著
作
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
自
に



《世
5
v

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
な
ら
ば
、
ラ

i
ト
プ
ル
フ
の
「
精
神
的
抵
抗
」
は
い
か
に
行
な
わ
れ
た
の
か
?
「
国
内
亡
命
」
中
の
仕
事
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
?
同
じ
書
物
『
法
・
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
編
者
の
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
l
の
論
文
(
「
実

体
的
決
断
主
義
|
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
法
哲
学
の
機
能
に
つ
い
て
」
)

に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
が
理
解
で
き
る
。

最
後
に
私
は
一
九
四
二
年
の
『
哲
学
・
社
会
哲
学
雑
誌
』
コ
一
五
巻
へ
の
一
つ
の
寄
稿
に
と
く
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
私
の
知
る
か

ぎ
り
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
時
代
に
出
版
さ
れ
た
、
グ
ス
タ
1
フ
・
ラ
!
ト
プ
ル
ブ
の
唯
一
の
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で

ラ
1
ト
プ
ル
フ
は
歴
史
的
な
装
い
を
し
な
が
ら
暴
君
殺
害
の
問
題
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
だ
げ
に
、

そ
れ
は
一
層
の
驚
き
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
「
ド
イ
ツ
の
キ
ケ
ロ
」
が
い
る
。
そ
れ
は
「
ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ペ
ル
ク
の
『
職
務
』
(
キ
ケ
ロ

著
)
の
翻
訳
に
つ
い
て
」
と
い
う
寄
稿
で
恥
到
。

ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
は
こ
れ
以
上
こ
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な
い
が
、
ラ
l
ト
プ
ル
ブ
の
、
ナ
チ
ス
期
の
、
唯
一
の
、
ド

イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
論
文
で
、
し
か
も
「
暴
君
殺
害
」
を
論
じ
て
い
る
と
は
興
味
深
々
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
期
に
お
い
て
「
暴
君
殺
害
」
を

論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
ヒ
ト
ラ
ー
殺
害
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
危
険
こ
の
上
な
い
行
為
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ

ん
、
「
暴
君
殺
害
」
に
つ
い
て
論
文
を
書
く
と
い
う
危
険
で
は
あ
る
が
穏
や
か
な
行
為
を
遥
か
に
越
え
て
、
こ
れ
を
実
行
に
移
し
た
人
た
ち

も
多
数
い
た
。
ギ
ュ
ン
タ

1
・
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ
ル
ン
『
声
な
き
蜂
起
』
に
よ
る
と
、
「
上
部
路
線
」
に
よ
る
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
が
繰
り
返

さ
料
却
。
ま
ず
、
ラ
1
ト
プ
ル
フ
の
こ
の
論
文
の
出
る
四
年
前
の
一
九
三
八
年
五
月
三

O
目
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
攻
撃
の

秘
密
司
令
を
出
し
た
。
国
防
軍
参
謀
本
部
は
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
争
を
引
き
起
こ
す
と
判
断
し
、

ハ
ル
ダ
!
将
軍
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
逮
捕

し
軍
法
会
議
で
処
刑
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
九
月
三

O
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
議
で
イ
ギ
リ
ス
は
軟
化
し
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
人
気
は
と
て
つ

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

五
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も
な
く
高
ま
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
チ
ャ
ン
ス
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
未
遂
計
画
を
も
含
め
て
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
は
一
九
四
四
年

七
月
二

O
日
事
件
ま
で
に
六
回
も
試
み
ら
れ
、

い
ず
れ
も
凄
惨
な
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。

が
不
可
避
的
で
あ
る
こ
と
は
、

「
ヒ
ト
ラ
ー
が
国
家
元
首
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
間
は
平
和
は
不
可
能
だ
っ
た
」
と
す
る
な
ら
、
そ
し
て
ま
た
「
ド
イ
ツ
の
敗
北

{注
8〉

一
九
四
三
年
ま
で
に
は
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
し
と
す
る
な
ら
、
「
暴
君
殺
害
」
は
い
わ
ば
寸
愛

国
者
」
と
し
て
の
、
余
り
に
も
そ
の
犠
牲
は
大
き
か
っ
た
が
、
名
誉
あ
る
行
動
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
上
に
述
べ
た
、
有
名
な
一
九
四

四
年
七
月
二

O
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
は
、

る

一
九
四
五
年
四
月
三

O
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
自
殺
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
残
酷
を
極
め
る
復
警
に
よ
っ
て
、
数
千
人
の
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
に
な

五
月
七
日
に
ド
イ
ツ
降
伏
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
暗
殺
未
遂
事
件
は
ナ
チ
ス
期
の
最
末

期
に
行
な
わ
れ
、
惜
し
ま
れ
る
多
大
な
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
「
英
雄
L

達
の
動
機
・
自
的
は
異
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

紛
れ
も
な
い
「
愛
国
者
」
達
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
は
旧
社
会
民
主
党
の
ユ
リ
ウ
ス
・
レ

l
パ
1
や
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ロ
イ
シ
ュ
ナ

i

も
加
わ
っ
て
い
た
。
ラ

l
ト
プ
ル
フ

(
社
会
民
主
党
員
で
あ
っ
た
)

の
こ
の
論
文
は
そ
の
よ
う
な
一
連
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
の
正
当
性
を
、

純
学
問
的
、
純
理
論
的
に
、
遥
か
な
る
伝
統
に
依
拠
し
つ
つ
「
暴
君
殺
窓
口
論
」
と
し
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ラ
!
ト
プ
ル
フ
の
こ
の
論
文
は
、
幸
い
な
こ
と
に
彼
の
著
書
『
典
雅
な
刑
品
明
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
、
ラ
ー

ト
プ
ル
ブ
の
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
に
関
す
る
三
つ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

①
亡
命
σ
宏
之
U
2
2伊
丹
山

mwo庶
民
昆
の
め
昌
弘
忠
一

z
g
R・
田
口
唱
。
吋
由
。
日

40ロ』
o
g
B
き
ロ
∞
各
当
時

Ngσ
再開・

3ω
・吋

0
1∞
匂
)
(
正
義

と
共
同
体
の
必
要
へ
の
愛
好
、

ヨ
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
公
式
)

②

Q
2
5
0
0
E
R
F
N
C
』
o
gロ
g
ロ
∞
nyJ弓
何
回
司

Ngσ
再
開
師

O
E
a
g
l
C
Z円凹
ORCDm・
3ω
・8
1
5
ω
)
(ド
イ
ツ
の
キ
ケ
ロ
、

ヨ
ハ

ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
『
職
責
』
翻
訳
に
つ
い
て
)



③
ω
n
v
g
m
R
g
z括
l

回
E口
町
田
由

0
・
(ωω
・5品
'
t
'
H
H
m
)
(

シ
ュ
パ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
ー
そ
の
肖
像
)

わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
た
い
の
は
②
の
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
期
に
生
き
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
な
る
人

物
の
文
章
と
キ
ケ
ロ
の
文
の
翻
訳
、
ラ
!
ト
ブ
ル
フ
の
そ
れ
に
対
す
る
思
想
分
析
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

シ
ュ
パ
ル
ツ
ヱ
ン
ベ
ル
ク
の
生
き
た
時
代
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
の
ラ

i
ト
プ
ル
ブ
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
転

換
期
で
あ
り
、
人
文
主
義
者
に
よ
る
古
代
の
文
献
の
翻
訳
、

ロ
ー
マ
法
文
献
の
普
及
、
教
会
闘
争
の
時
代
、
疾
風
怒
濡
の
大
変
革
期
で
あ

る
。
シ
ュ
パ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
、

一
五

O
七
年
に
パ
ン
ベ
ル
ク
(
マ
イ
ン
ツ
川
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
遡
っ
た
町

l
一
ニ
石
注
)
の
1

重

罪
裁
判
の
規
則
」
そ
制
定
し
、

る
裁
判
規
則
」
を
制
定
し
た
。
彼
は
、

一
五
一
ニ
二
年
に
は
カ
ー
ル
五
世
(
神
聖
ロ
!
マ
帝
国
、
在
位
一
五
一
九

1
五
六
)

の
「
身
体
生
命
に
関
す

一
五
三
四
年
頃
、

J
，g
g
n
v
n一2
5
3
2ド
イ
ツ
の
キ
ケ
ロ
』
)
な
る
書
物
を
出
版
す
る
。
こ
の

書
物
は
キ
ケ
ロ
の
『
老
年
に
つ
い
て
』
と
『
職
務
に
つ
い
て
』
と
の
ド
イ
ツ
語
訳
と
韻
文
に
よ
る
彼
自
身
の
文
章
か
ら
な
り
、
こ
の
韻
文

の
部
分
に
彼
の
思
想
が
離
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
l
の
問
題
と
し
た
、
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
の
寸
暴
君
殺
害
」
の
条
で
あ

る
が
、

そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
(

)
内
の
注
は
全
て
一
ニ
石
に
よ
る
。

シ
ュ
パ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
、
形
成
途
次
の
領
邦
国
家
と
国
家
の
、
身
分
的
基
礎
の
改
革
を
行
う
べ
く
、
騎
士
運
動
で
の
指
導
的
立

場
か
ら
退
く
。
そ
う
い
っ
た
彼
の
政
治
的
立
場
は
キ
ケ
ロ
と
カ
エ
サ
ル

(シ

l
ザ

1
)
と
の
関
係
の
理
解
の
な
か
に
一
不
さ
れ
る
。
カ

エ
サ
ル
は
中
世
の
政
治
意
識
に
と
っ
て
、
最
初
の
、
ド
イ
ツ
皇
帝
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
パ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
自
身
、
歴
史
的

な
偏
見
な
ど
全
く
な
し
に
、
同
包
括
吋
同
丘
一

5
.
(皇
帝
ユ
リ
ウ
ス
)
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
の
著
訳
書
『
職
務
』
の
口
絵
に
は
、
中
世
風

の
甲
腎
に
身
を
函
め
、
杓
と
王
冠
を
も
っ
た
ユ
リ
ウ
ス
が
玉
座
に
つ
き
、

そ
の
周
り
を
廷
臣
が
取
り
囲
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い

た
。
他
方
、

キ
ケ
ロ
は
後
方
で
書
斎
に
座
っ
て
毒
物
を
書
い
て
い
る
。

ー
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
1
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

七
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皇
帝
派
(
の
Eσ
包
}
山
口
巾
)
と
教
皇
派
(
の

5
5
と
の
闘
争
の
中
で
、
こ
の
カ
エ
サ
ル
、
あ
の
キ
ケ
ロ
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
利
用
さ

れ
、
皇
帝
派
の
ダ
ン
テ
は
キ
リ
ス
ト
の
背
教
者
(
ユ
ダ
の
こ
と
)
と
カ
エ
サ
ル
暗
殺
者
た
ち
(
寸
ブ
ル
ー
タ
ス
お
前
も
か
」
の
マ
ル
ク

ス
・
プ
ル
ト
ウ
ス
と
カ
ツ
シ
ウ
ス
の
二
人
)
を
「
地
獄

ErgoL篇
の
最
深
部
で
罰
し
て
い
る
。
(
地
獄
の
最
深
部
、
極
寒
の
氷
雪
原
、

第
九
圏
、
第
三
四
歌
で
、
一
ニ
つ
の
頭
と
六
つ
の
翼
を
も
っ
怪
獣
「
ル
チ
フ
エ
ロ
」
が
三
人
を
く
わ
え
て
、
歯
で
噛
み
砕
い
て
い
る
)
。

と
こ
ろ
が
(
ダ
ン
テ
と
は
)
全
く
逆
に
、

シ
ュ
パ
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
キ
ケ
ロ
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
韻
文
の
な
か
で
、

カ
エ
サ
ル

u
暴
君
殺
し
に
有
罪
を
宣
告
し
な
か
っ
た
。

シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
は
一
一
一
一
口
う
、
「
ユ
リ
ウ
ス
は
そ
の
強
情
さ
で
公
共
の
利
益
を
ふ

み
に
じ
っ
た
L

と
。
キ
ケ
ロ
と
関
じ
よ
う
に
彼
も
ま
た
カ
エ
サ
ル
殺
し
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
「
暴
君
と
騒
ぐ
犬
を
殺
そ
う
と
す
る

者
は
誰
で
も
称
賛
さ
れ
る
吋

1
2
5ロ
ロ
ロ
門
目
。
山
口
出

g
己己
02oz--者
号
門
出
ゆ

q
g門
同
?
仏
需
主
丘
想
吉
宮
」
。
こ
の
言
葉
に
、

さ

ら
に
激
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
加
え
ら
れ
る
。
日
く
、
「
暴
君
に
対
し
て
そ
の
顧
問
達
が
ロ
を
閉
ざ
し
、
か
つ
彼
ら
顧
問
達
が
自
分
達
の
心

を
印
刷
に
か
け
て
公
表
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
暴
君
殺
害
者
と
同
じ
に
な
る
の
だ
L

と。

ラ
l
ト
プ
ル
ブ
は
、

シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
が
キ
ケ
ロ
の
口
を
借
り
て
「
公
共
の
利
益
L

を
踏
み
欄
っ
た
カ
エ
サ
ル
殺
し
を
品
同
定
す

い
わ
ば
、
鉄
則
で
あ
可
制
。
ラ

1
ト
ブ
ル
フ
は
、

る
の
を
、
肯
定
し
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
「
公
益
は
私
利
に
ま
さ
る
」
な
る
原
則
は
、

カ
エ
サ
ル
が
ド
イ
ツ
の
皇
帝
の
「
一
元
祖
L

と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
を
伏
線
に
お
き
、
し
か
も
ダ
ン
テ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
皇

帝
殺
し
が
最
大
の
罪
に
な
る
事
を
明
記
し
つ
つ
、
な
お
か
っ
、
皇
帝

1
暴
君
殺
し
を
肯
定
し
た
。
い
ま
や
、
ナ
チ
ズ
ム
を
終
蒋
さ
せ
る
に

は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
し
か
な
い
こ
と
を
、
歴
史
的
な
装
い
・
学
問
的
な
装
い
に
隠
れ
て
、
ト

1
マ
ス
・
マ
ン

(
『
マ
リ
オ
と
麗
術
師
』

一
九
三

O
年
)
と
同
じ
く
、
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
は
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ェ
ン
ベ
ル
ク
の
口
を
借
り
て
、

ヒ
ト
ラ
ー
を
「
暴

君」

1
寸
騒
ぐ
犬
」
で
あ
る
と
断
定
し
て
こ
の
殺
害
を
肯
定
し
た
。

の
み
な
ら
ず
、
ラ

i
ト
プ
ル
ブ
は
さ
ら
に
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
ン
ベ



ル
ク
の
口
を
借
り
て
、
「
顧
問
」
(
つ
ま
り
知
識
人
、

つ
ま
り
ラ

i
ト
プ
ル
フ
自
身
)
達
が
、
寸
沈
黙
の
抵
抗
」
を
し
た
り
、

さ
ら
に
、

J
顧

問
L

遠
が
自
分
の
信
ず
る
と
こ
ろ

(
暴
君
へ
の
批
判
)
を
「
公
表
」
す
る
こ
と
が
、
取
り
も
な
お
さ
ず
寸
暴
君
殺
害
」
と
同
じ
な
の
だ
と

断
言
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
l
ト
プ
ル
フ
は

(
一
八
七
八
年
生
ま
れ
)
新
カ
ン
ト
派
の
法
哲
学
者
で
、
社
会
民
主
党
員
で
あ
る
。

ワ
イ
マ
ル
時
代
の
一
九
二
一
年

と
二
三
年
に
は
司
法
大
臣
に
も
な
っ
た
。

一
九
二
六
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
に
な
り
、

一
九
三
三
年
三
月
、

シ
チ
リ
ア
で
の
「
国

際
刑
法
学
会
」
に
出
席
中
に
、
「
公
務
怠
樺
」
の
廉
で
、

ナ
チ
ス
政
権
掌
握
か
ら
僅
か
二
ヵ
月
程
あ
と
の
一
九
三
三
年
五
月
九
日
に
は
ナ
チ

ス
政
権
の
意
志
を
汲
ん
だ
パ
!
デ
ン
政
府
に
よ
っ
て
、
公
職
追
放
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
追
放
後
、
彼
は
ハ
イ
デ
ン
ペ
ル
ク
の
田
市
街
の

城
山
の
山
麓
に
あ
る
悶
修
道
院
に
隠
遁
す
る
。

一
九
三
九
年
三
月
、
ラ

1
ト
ブ
ル
ブ
は
、
娘
を
雪
崩
で
亡
く
し
、

一
九
四
一
年
一
二
月
、

息
子
を
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
l
ド
で
失
っ
て
い
る
。

一
九
四
五
年
五
月
二
七
日
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
復
職
し
、

一
九
四
九
年
一
一
月

に
没
し
て
い
る
。
現
在
、
わ
が
国
で
は
、
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
『
ラ
i
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
』
が
出
て
い
る
が
、

ナ
チ
ス
批
判
を
敢
行
し

た、

一
九
三
二
年
の
寸
刑
法
の
本
質
に
お
け
る
教
育
的
思
考
」
、

一
九
三
三
年
一
月
の
講
演
「
刑
法
改
正
と
ナ
チ
ズ
ム
ヘ

お
よ
び
一
九
四

二
年
の
こ
の
論
文
は
、
残
念
な
が
ら
、
一
ニ
っ
と
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

ラ
l
ト
ブ
ル
フ
は
独
自
の
寸
相
対
主
義
」
法
哲
学
を
提
唱
し
、
法
の
め
ざ
す
も
の
、
法
の
理
念
を
、
「
法
的
安
定
性
・
法
的
合
目
的
性
・

正
義
」
と
規
定
し
、
人
間
の
世
界
観
を
「
個
人
主
義
・
団
体
主
義
・
文
化
業
績
主
義
L

の
三
者
に
分
け
、
こ
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
は
個
人

の
自
由
意
志
に
よ
る
も
の
と
の
寸
相
対
主
義
」
を
論
じ
た
。
し
か
し
、

ナ
チ
ス
が
政
権
を
獲
得
し
て
か
ら
は
、
こ
の
三
者
の
中
の
「
正
義
」

の
概
念
が
強
調
さ
れ
、
「
正
義
の
核
心
を
な
す
平
等
」
が
「
否
認
さ
れ
た
」
ナ
チ
ス
法
は
「
法
た
る
本
質
を
お
よ
そ
欠
い
て
い
る
L

も
の
で

あ
る
と
断
定
し
、
「
正
義
」
の
寸
超
実
定
法
的
法
」

(
l自
然
法
)
を
肯
定
し
た
。
ナ
チ
ス
の
悪
し
き
「
実
定
法
L

に
対
抗
す
る
に
は
神
の

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
L

九
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理
法
に
近
い
自
然
法
し
か
な
い
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
さ
さ
か
回
り
道
を
し
た
け
れ
ど
も
、
日
フ

l
ト
プ
ル
フ
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
|
」
と
は
こ
の
「
正
義
」
の
自
然
法
が
ゆ
き
わ
た
る
理
想

国
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
牧
歌
』
の
世
界
と
同
じ
よ
う
な
、
寸
正
義
同
R
Z
L
と
「
安
ら
ぎ
。
江
戸
MBL
に
満
ち
た
こ

の
理
想
的
共
同
体
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

i
」
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
的
範
轄
と
し
て
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ

ア

l
L
と
呼
ぽ
う
。
ラ

l
ト
プ
ル
フ
は
こ
の
正
義
の
い
き
わ
た
る
理
想
閤
家
を
現
実
か
ら
超
越
し
た
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
措
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
正
義
無
き
ナ
チ
ズ
ム
を
批
判
し
、

の
み
な
ら
ず
、
正
義
実
現
の
た
め
に
、
理
論
的
に
・
学
問
的
に
、

ヒ
ト
ラ
ー
暗

殺
を
構
想
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、

田
園
の
理
想
郷
で
あ
る
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
な
る
概
念
を
拡
大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
自
己
の
専
門
を

通
じ
て
の
「
在
る
べ
き
理
想
的
景
観

L
つ
ま
り
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

1
L
へ
の
回
帰
を
願
望
し
つ
つ
、
眼
前
の
悪
し
き
「
専
制
的
政
治
体
制
」

を
寸
精
神
的
L

に
批
判
す
る
態
度
を
、
思
想
的
範
轄
と
し
て
の
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
i
し
と
名
ず
け
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
態

度
は
か
な
り
の
普
遍
性
を
も
っ
て
存
在
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?
こ
の
観
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
国
内
亡
命
」
・
「
精
神

的
抵
抗
」
を
図
っ
た
様
々
な
分
野
の
人
物
を
、
政
治
思
想
史
の
立
場
に
立
っ
て
、
代
表
的
に
、
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

次
に
、
同
じ
く
暴
君
殺
害
論
を
め
ぐ
っ
て
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
短
篇
小
説
『
エ
ル
・
グ
レ
コ
大
審
問
官
を
描
く
』
を
取

り
上
げ
る
。
異
端
審
問
の
恐
怖
の
嵐
が
荒
れ
狂
っ
て
い
る
時
代
を
ナ
チ
ス
の
時
代
と
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
中
で
体
制
に
順
応
し
よ
う
と
し

な
い
芸
術
家
は
い
か
な
る
精
神
状
態
を
経
験
す
る
の
か
、

そ
の
恐
怖
を
い
か
に
克
服
し
て
芸
術
の
完
成
に
向
か
っ
た
の
か
、
暴
君
殺
害
は

果
た
し
て
可
能
か
、

と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
短
篇
な
が
ら
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
言
う
「
精
神
的
抵
抗
」
、
「
ア

ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
の
立
ち
場
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。



(3) 

暴
君
殺
害
論
・
・
芸
術
家
の
立
場
か
ら
・
・
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
場
合

詑
江
口
)

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス

ω宮
内
山
口
〉
ロ
仏
吋

g
は、

一
九

O
六
年
モ

1
ゼ
ル
川
(
コ
ブ
レ
ン
ツ
で
ラ
イ
ン
に
合
流
)
流
域
の
ブ
ラ
イ
ト

ヴ
ィ

l
ス
に
製
粉
業
者
・
葡
萄
閤
主
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
聖
職
者
に
な
る
た
め
オ
ラ
ン
ダ
の
ク
ロ
ス
タ
ー
で
修
練
士
(
見
習
僧
)
で
あ
っ

た
が
、
学
問
へ
の
情
熱
は
止
み
が
た
く
、

一
九
二
五
年
ク
ロ
ス
タ
!
の
修
道
院
で
激
し
い
「
闘
争
」
の
後
に
還
俗
し
、

ケ
ル
ン
大
学
、

イ
ェ

ナ
大
学
、

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ド
イ
ツ
語
ド
イ
ツ
文
学
、
演
劇
学
、
詩
学
、
言
語
学
な
ど
を
学
ん
だ
。
最
初
の
作
品
は
、

一
九
三
ニ
年
の
『
悪

魔
の
兄
弟
∞
吋
E
2
F
C
N
{叫
め
ど
、
一
ニ
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
、
ギ
リ
シ
ャ
、
エ
ジ
プ
ト
を
旅
し
て
深
い
印
象
を
得
た
。
彼
は
自
己
の
反
ナ

チ
ス
思
想
の
た
め
、

ま
た
彼
の
妻
、
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
血
を
引
い
て
い
た
た
め
、

一
九
三
七
年
秋
妻
子
と
共
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
イ
タ
リ
ア
の

ポ
ジ
タ

i
ノ
に
移
住
し
、

一
九
四
八
年
に
は
旧
西
ド
イ
ツ
に
戻
っ
て
活
躍
し
た
。
『
わ
れ
ら
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
名
町
曲
目

E
C
Z
1
E
(
一
九

四
二
)
、
『
魚
の
中
の
人
間
口
耳
目
白
ロ
ロ
即
日
目
的
岳
』
(
一
九
六
三
)
、

エ
ッ
セ
イ
集
に
、
『
今
日
の
詩
人
口

q
g
n
Z雪
山
口
径

g
q
N
a
c

(
一
九
七
四
)
な
ど
が
あ
る
。
旧
西
ド
イ
ツ
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
最
も
標
準
的
と
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ
!
ニ
『
ド
イ
ツ
文

〈
住
日
〉

学
史
』
で
は
、
寸
ノ
ヴ
ェ
レ
の
中
で
は
『
楽
園
に
死
す
当
日
門
的
吉
弘
ロ

g
℃
芯
』
が
傑
出
し
、
状
況
描
写
、
思
想
性
、
言
葉
の
駆
使
、
ど
れ
を

と
っ
て
も
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
の
市
民
戦
争
を
背
景
に
し
て
、
人
間
の
死
と
秘
蹟
と
神
と
に
対
す
る
関
係
に
問

い
を
投
げ
か
け
て
い
る
L

と
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

以
下
に
分
析
す
る
『
エ
ル
・
グ
レ
コ
大
審
問
官
を
描
く
』
(
皆
丸
山
口
〉
邑

g
p
回
。
5
8
5
m
w
F
仏
g
の
g
g
E宮山田町件
O
F
F
o
e
N山MP

同
》
釦
ロ
ニ
十
日
印
げ
〈
∞
ユ
凶
M
F
E
ω
め
)

は

一
九
三
六
年
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
三
十
歳
の
時
、
イ
タ
リ
ア
移
住
の
前
に
警
か
れ
て
こ
の
年

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」
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に
出
版
さ
れ
、
彼
の
小
説
家
と
し
て
の
名
声
を
確
立
し
た
。
本
曹
は
戦
後
に
復
刻
版
が
出
て
お
り
、

一
九
五
八
年
の
版
は
変
形
新
書
判
の

大
き
さ
で
、
物
語
の
部
分
は
、

四
頁
分
の
挿
絵
を
含
め
て
、
五
頁
か
ら
六
ニ
頁
ま
で
の
短
篇
の
小
説
で
あ
る
。
反
ナ
チ
ス
の
思
想
を
明
確

に
持
ち
、
国
内
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
芸
術
家
・
作
家
達
は
一
体
あ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
精
神
状
況
で
生
き
て
い
た
の
か
。
強

制
的
画
一
化
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
芸
術
家
・
作
家
と
専
制
的
政
治
権
力
と
の
寸
恐
怖
L

の
対
抗
関
係
が
、
こ
の
短
篇
小
説
の
内
に
、
鮮

や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
作
家
の
内
面
活
動
を
中
心
に
「
精
神
的
抵
抗

L・
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
の
立
場
の
具
体
的
有
様
を
分
析

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ヱ
ル
¥
ク
レ
コ

(
一
五
四
一

1
一
六
一
四
)
は
ス
ペ
イ
ン
の
著
名
な
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
派
の
宗
教
画
家
で
、
本
名
は
ド
メ
ニ
コ
ス
・
テ
オ

ト
コ
プ

l
ロ
ス
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ク
レ
タ
島
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ス
ペ
イ
ン
語
で
「
エ
ル
・
グ
レ
コ
L

(

つ
ま
り
寸
ギ
リ
シ
ャ
人
」
)

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
「
エ
ル
・
グ
レ
コ
は
歪
み
、

ね
じ
れ
、
炎
の
よ
う
に
ゆ
ら
ぐ
人
物
像
を
好
み
、

そ
れ
を
、
奇
妙
で
不
自
然
な
色
彩
と
明

暗
を
背
景
に
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
す
べ
て
、

ス
ペ
イ
ン
人
の
敬
度
な
宗
教
心
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
:
・
時
に
は
人
物
像
は
前
後

に
龍
か
れ
な
い
で
上
下
に
き
ち
ん
と
並
べ
ら
れ
、

し
ば
し
ば
物
理
的
支
え
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、

エ
ル
・
グ
レ
コ
は
神
秘
的
高
揚
感
と
い
う
効
果
を
挙
げ
て
い
る
事
が
多
い
。
ま
た
形
態
の
非
物
質
化
が
顕
著
に
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

彼
は
物
体
の
単
な
る
外
観
の
背
後
に
あ
る
精
神
的
真
理
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
。
こ
れ
が
今
日
に
お
け
る
グ
レ
コ
評
価
の
代
表
的
な

も
の
で
あ
る
が
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
グ
レ
コ
評
も
こ
れ
に
迫
る
も
の
が
あ
り
、
優
れ
た
グ
レ
コ
論
に
な
っ
て
い
る
。
グ
レ

コ
に
は
沢
山
の
作
品
が
あ
る
が
、
「
御
名
の
賛
仰
」
、
「
聖
マ
ウ
リ
シ
ウ
ス
の
殉
教
」
、
寸
オ
ル
ガ
ス
伯
の
埋
葬
L

が
有
名
で
あ
る
。

小
説
の
舞
台
は
、

一
六
世
紀
末
の
ス
ペ
イ
ン
で
、
絶
対
君
主
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
と
宗
教
界
の
枢
機
卿
に
し
て
大
審
問
官
の
ヌ

l
ニ
ョ
・

一
ア
・
ゲ
ヴ
ァ
ラ
が
組
ん
で
、
恐
怖
の
異
端
審
問
政
策
を
遂
行
し
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
は
当
時
異
端
の
地
で
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
い
う
だ
げ
で
、



疑
い
の
自
で
見
ら
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
摩
史
的
状
況
設
定
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ナ
チ
ス
体
制
下
の
ド
イ
ツ
に
生
き
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・

ア
ン
ド
レ
ス
ら
の
「
実
際
の
体
験
L

に
直
接
に
対
比
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
寒
々
と
し
た
稲
妻
の
よ
う
に
、
画
家
ド
メ
ニ
コ
ス
・
テ
オ
ト
コ
プ
1
ロ
ス
を
襲
っ
た
。
枢
機
卿
付
き
の
助
任
司
祭
が
、

わ
ざ

わ
ざ
遥
か
セ
ヴ
ィ
リ
ヤ
か
ら
こ
こ
ト
レ
ド
ま
で
馬
を
走
ら
せ
、
画
家
エ
ル
・
グ
レ
コ
に
待
降
節
(
ク
リ
ス
マ
ス
前
の
四
週
間
|
一
ニ

石
)
の
最
初
の
日
曜
日
に
拡
機
卿
の
許
に
出
頭
せ
よ
と
の
命
令
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
命
令
を
受
け
て
グ
レ
コ
は
動
揺
す
る
。

い
わ
ば
ゲ
シ
ュ
タ
ボ
本
部
か
ら
の
直
接
の
出
頭
命
令
、
が
来
た
の
で
あ
る
。
何
の
た
め
に
?

何
故
私
が
?
長
旅
の
助
任
司
祭
(
命
令
を
伝
え
に
き
た
憲
兵
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
に
果
物
(
明
言
。
伊
丹
)
の
オ
レ
ン
ジ
を
出
し
て
も
て
な

し
な
が
ら
、
グ
レ
コ
は
緊
張
し
つ
つ
心
当
た
り
を
心
の
中
で
あ
れ
こ
れ
と
捜
す
。
助
任
司
祭
は
こ
の
明
言
。
宮
を
鋭
く
尖
ら
せ
た
爪
の
指
で

持
ち
上
げ
、
皮
を
む
く
。

p
c
n
Z
(果
物
)
は
一
一
言
う
ま
で
も
な
く
明
白
2
宮
(
恐
怖
)
に
通
ず
る
。
グ
レ
コ
は
そ
れ
を
「
恐
怖
」
の
息
を
詰

ま
ら
せ
て
見
つ
め
る
。
果
た
し
て
大
審
問
官
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
?
友
人
の
カ
サ
リ
ア
に
関
わ
る
こ
と
か
?
弟
子
の
プ
レ

ボ
i
ス
テ
に
関
わ
る
こ
と
か
?

い
や
多
く
の
教
会
や
修
道
院
に
飾
つ
で
あ
る
自
分
の
絵
の
事
に
違
い
な
い
。
首
切
の
大
審
問
官
は
自
分
の

絵
に
自
を
付
け
た
に
違
い
な
い
。
グ
レ
コ
は
不
安
に
震
え
た
。
彼
は
助
任
司
祭
に
な
ぜ
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
尋
ね
る
勇
気
が

な
い
。
し
か
し
、
尋
ね
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
よ
う
や
く
大
審
問
官
は
自
分
の
肖
像
画
を
グ
レ
コ
に
描
い
て
も
ら
い
た
い
の
だ

と
い
う
事
が
判
明
し
て
、

一
安
心
す
る
が
、

ま
だ
気
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
グ
レ
コ
は
以
前
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
で
の
、
大

審
問
官
と
の
会
話
を
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
(
後
述
)
。
描
き
方
次
第
で
は
直
ち
に
宗
教
裁
判
所
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ

る
の
だ
。

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
i
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
L
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使
者
が
帰
っ
た
後
、
グ
レ
コ
は
友
人
で
医
者
で
も
あ
る
カ
サ
リ
ア
と
こ
の
事
を
相
談
し
よ
う
と
し
た
。
カ
サ
リ
ア
は
、
自
分
の
兄
を
無

実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
端
審
問
で
火
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
カ
サ
リ
ア
は
優
れ
た
腕
を
持
つ
医
者
で
、
こ
こ
一
週
間
、
マ
ド
リ
ツ

ド
の
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
に
呼
ば
れ
ブ
エ
リ
ペ
二
世
の
看
病
を
し
て
い
る
。
グ
レ
コ
は
夜
遅
く
が
良
い
、
是
非
至
急
逢
い
た
い
と
使
い
の

者
に
言
わ
せ
る
。

カ
サ
リ
ア
を
待
っ
て
い
る
問
、
グ
レ
コ
は
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
で
の
大
審
問
官
と
の
会
話
を
思
い
出
し
背
筋
が
冷
た
く
な
る
。
以
前
グ

レ
コ
は
フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
命
令
で
、
エ
ス
コ
リ
ア
ル
宮
殿
の
礼
拝
堂
の
た
め
に
「
聖
マ
ウ
リ
シ
ウ
ス
の
殉
教
」
を
描
い
た
が
、
自
分
の
署

名
の
前
方
に
悪
の
象
徴
で
あ
る
蛇
を
描
き
入
れ
、
専
制
的
政
治
権
力
に
対
す
る
自
己
の
抗
議
抵
抗
の
精
神
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

皇
帝
と
一
緒
に
こ
の
絵
の
出
来
栄
え
を
視
察
に
き
た
大
審
問
宮
の
ゲ
ヴ
ァ
ラ
(
紫
衣
を
着
て
、
ピ
レ
タ
ー
角
帽
を
頭
に
被
り
、
眼
鏡
を
か

け
、
そ
の
眼
光
は
蛇
の
よ
う
で
あ
っ
た
)
は
、

さ
す
が
に
鋭
く
、
寸
怒
り
の
自
で
L

グ
レ
コ
を
問
い
詰
め
る
。
グ
レ
コ
は
ヒ
ヤ
リ
と
し
な
が

ら
も
、
「
失
礼
な
が
ら
、
閣
下
、
腹
が
私
の
名
札
を
掲
げ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
躍
は
単
に
そ
の
署
名
の
方
に
伸
び
を
し
て
い
る
だ

け
な
の
で
す
。
私
の
署
名
は
こ
の
絵
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
悪
が
入
っ
て
く
る
の
を
防
い
で
い
る
の
で
す
。
署
名
は
作
品
の
入
口
で
す
か
ら
、

悪
を
戸
口
の
前
で
阻
止
し
、
恐
れ
さ
せ
る
の
で
す
L

{

一
二
貰
)
と
言
い
抜
げ
る
。
し
か
し
、
こ
の
答
え
は
実
は
言
い
逃
れ
で
は
な
く
、
彼

の
真
意
の
一
端
を
も
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
芸
術
作
品
に
外
か
ら
の
悪
を
入
れ
ぬ
、
自
分
の
署
名
が
悪
の
侵
入
を
阻
ん
で
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
悪
な
る
も
の
(
具
体
的
に
は
悪
な
る
政
治
権
力
)
に
対
す
る
芸
術
の
勝
利
を
高
く
宣
言
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
会
話
自
体
は
、
グ
レ
コ
の
信
仰
・
信
条
を
た
め
す
一
種
の
異
端
審
聞
の
観
を
呈
し
て
い
た
。

一
歩
言
い
方
を
間
違
え

れ
ば
、
即
「
火
あ
ぶ
り
」
の
刑
が
待
っ
て
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
思
い
出
し
て
も
ゾ
ッ
と
す
る
際
ど
い
経
験
で
あ
っ
た
。

夜
遅
く
な
っ
て
カ
サ
リ
ア
が
ト
レ
ド
に
戻
っ
て
き
た
。
彼
の
治
療
の
甲
斐
な
く
、
皇
帝
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
審
問
宮
を
描
き



た
い
と
い
う
グ
レ
コ
と
兄
を
大
審
問
官
に
殺
さ
れ
た
医
者
の
カ
サ
リ
ア
は
こ
の
夜
お
そ
く
ま
で
、
激
し
い
不
気
味
な
雷
鳴
を
開
き
な
が
ら
、

ま
た
稲
妻
と
雷
雨
の
中
を
歩
き
な
が
ら
激
論
を
交
わ
し
た
。
人
は
死
ぬ
、
皇
帝
も
死
ぬ
、
有
限
な
人
聞
が
自
己
の
信
条
を
後
世
に
残
し
、

後
世
に
証
言
を
残
す
た
め
に
は
、
わ
た
し
は
ど
う
し
て
も
こ
の
残
酷
な
恐
怖
の
大
審
問
官
の
姿
を
描
き
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
グ
レ
コ

の
意
志
を
カ
サ
リ
ア
も
遂
に
認
め
た
。
グ
レ
コ
は
言
う
、
「
お
l
カ
サ
リ
ア
よ
、
わ
た
し
は
こ
の
光
景
を
描
き
た
い
。
わ
た
し
が
描
い
た
稲

妻
で
誰
も
死
に
は
し
な
い
。
わ
た
し
の
絵
を
前
に
し
て
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
な
ん
て
誰
も
考
え
は
し
な
い
。
だ
が
、
稲
妻
は
人
に
恐
怖
を

与
え
よ
う
。
偉
大
な
も
の
は
恐
怖
な
の
だ
。
神
も
恐
怖
だ
。
し
か
し
、
死
も
ヌ
l
ニ
ョ
・
デ
・
ゲ
ヴ
ァ
ラ
一
味
も
恐
怖
で
は
な
い
」
(
二
四

ー
二
五
頁
)
。
彼
は
恐
怖
を
克
服
し
て
大
審
問
宮
を
描
こ
う
と
す
る
。

待
臨
節
の
最
初
の
日
曜
日
の
七
日
前
(
一
一
月
下
旬
頃
か
)
に
グ
レ
コ
は
セ
ビ
ィ
リ
ヤ
に
む
か
つ
て
出
発
し
た
。
家
の
管
理
は
カ
サ
リ

ア
の
妻
と
そ
の
息
子
が
引
き
受
け
て
く
れ
た
。
セ
ピ
ィ
リ
ヤ
に
到
着
し
た
そ
の
翌
朝
、
グ
レ
コ
は
大
審
問
官
の
書
斎
で
会
い
、
挨
拶
も
そ

こ
そ
こ
に
、
グ
レ
コ
は
直
ち
に
仕
事
に
取
り
掛
か
る
。
傍
ら
に
は
あ
の
助
任
祭
司
が
控
え
て
い
る
。
こ
の
午
前
中
、
描
い
て
い
る
グ
レ
コ

に
大
審
問
官
が
問
い
掛
け
る
。

い
や
問
い
詰
め
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

一
見
何
気
な
い
会
話
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

グ
レ
コ
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
に
異
端
審
聞
の
予
備
審
査
の
知
き
の
観
を
呈
す
る
。

大
審
問
官
は
い
き
な
り
、
以
前
グ
レ
コ
が
描
い
た
「
オ
ル
ガ
ス
伯
の
埋
葬
」
で
、
奇
跡
を
前
に
し
た
人
々
の
顔
に
「
驚
き
者

S-含
円
」
が

戸、、
A

、

や
む
M

}

V

お
前
は
一
体
そ
う
言
っ
た
驚
き
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
と
問
い
詰
め
る
。
グ
レ
コ
は
寸
驚
き
は
不
思
議
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

閣
下
、
神
は
万
能
だ
と
聖
な
る
教
会
は
教
え
て
い
ま
す
し
、
も
し
天
使
が
や
っ
て
来
ま
し
た
ら
、
わ
た
し
は
(
驚
く
よ
り
も
先
ず
|
三
石

注
)
絵
筆
を
執
り
ま
し
ょ
う
(
一
ニ

0
1コ
二
頁
ご
な
ど
と
誤
魔
化
す
け
れ
ど
も
、
大
審
問
官
の
追
求
は
厳
し
く
、
最
後
に
、
グ
レ
コ
の
本

名
で
、
「
ド
メ
ニ
コ
ス
・
テ
オ
ト
コ
プ
l
ロ
ス
さ
ん
」
と
呼
び
掛
け
、
「
お
前
は
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
」
と
畳
み
掛
け
る
。
グ
レ
コ
は

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

五
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返
す
言
葉
は
な
く
、
画
家
と
し
て
の
行
為
で
答
え
る
。
グ
レ
コ
は
い
き
な
り
大
審
問
官
が
着
て
い
る
紫
衣
を
赤
く
、
明
る
い
背
景
を
暗
く

塗
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
驚
い
た
大
審
問
官
は
、
「
黒
と
赤
は
一
体
何
を
表
し
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
る

(
一
一
一
二
頁
)
。
グ
レ
コ
は
、

そ
れ

は
「
暗
黒
の
夜
の
炎
で
す
」
と
答
え
る
。
大
審
問
官
は
「
汝
は
こ
の
絵
で
聖
な
る
教
会
を
表
わ
し
て
お
る
の
だ
な
」
。
「
グ
レ
コ
は
う
な
ず

い
た
。
し
か
し
、

い
ま
、
彼
は
震
え
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
度
う
な
ず
き
、
勇
気
が
逃
げ
て
い
か
な
い
よ
う
に
願
い
、
こ
の
う
な
ず
き

で
自
分
が
裏
切
り
者
に
な
ら
ぬ
事
を
願
い
、
震
え
な
が
ら
も
こ
う
断
中
一
一
一
目
す
る
」
。
寸
教
会
は
血
の
炎
と
な
っ
た
の
で
す
、
関
下
」
(
三
三
頁
)
。

グ
レ
コ
の
こ
の
言
葉
は
教
会
の
異
端
審
問
の
「
血
」
の
政
策
を
非
難
し
、
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
な
る
う
え
は
、
今
や
、
最

悪
の
事
態
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
審
問
官
は
「
そ
う
だ
、
教
会
に
は
敵
が
多
い
か
ら
な
L

と
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
答
え
、

に
、
今
日
の
午
後
お
前
の
泊
ま
っ
て
い
る
修
道
院
か
ら
出
る
異
端
者
の
行
列
を
見
て
、
そ
の
旗
に
書
い
て
あ
る

判
己
〉
り

(
「
憐
慣
と
正
義

5
2
0吋
'

付
。

E
U
E
吉
田
片
山
片
山
由
」
と
い
う
言
葉
の
こ
と
)
二
つ
の
言
葉
の
意
味
を
よ
く
考
え
よ
、

と
言
い
残
し
て
出
て
い
く
(
三
三
頁
)
。
大
審
問
官

の
こ
の
一
言
葉
は
果
た
し
て
「
憐
欄
し
か
「
正
義
L

か、

つ
ま
り
グ
レ
コ
へ
の
「
赦
し
L

な
の
か
処
刑
な
の
か
?
残
さ
れ
た
グ
レ
コ
は
昼
食

を
食
べ
に
行
く
元
気
も
な
く
、
部
屋
の
中
で
座
り
こ
ん
だ
り
、
歩
き
ま
わ
っ
た
り
し
て
い
る
。
午
後
、
グ
レ
コ
は
長
々
と
続
く
行
列
と
刑

死
し
た
異
端
者
の
亡
霊
を
見
て
、
恐
怖
の
絶
叫
を
あ
げ
た
。
死
者
た
ち
は
人
形
に
さ
れ
、

い
や
お
う
な
し
に
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く

の
に
恐
怖
し
た
。

そ
の
夜
、

し
か
し
な
が
ら
、
事
態
は
全
く
激
変
し
た
。
グ
レ
コ
の
心
境
も
激
変
し
た
。

そ
の
夜
の
ミ
サ
に
、
神
父
や
副
修
道
院
長
が
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
審
問
官
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
そ
の
深
夜
、
グ
レ

コ
は
例
の
助
任
司
祭
か
ら
大
審
問
官
が
今
日
の
夕
方
激
し
い
胆
汁
症
発
作
で
倒
れ
た
こ
と
、
大
審
問
官
は
、
今
、

や
や
小
康
状
態
で
ベ
ツ

ド
に
横
に
な
っ
て
い
て
テ
オ
ト
コ
プ
!
ロ
ス
氏
に
会
い
た
い
旨
知
ら
さ
れ
る
。
大
審
問
官
の
姿
を
見
て
グ
レ
コ
は
驚
く
。
大
審
問
官
は
権



威
の
象
徴
で
あ
る
ピ
レ
タ

(
角
帽
)
を
脱
い
で
お
り
、

つ
る
り
と
禿
げ
た
頭
が
露
出
し
、

ま
る
で
見
捨
て
ら
れ
た
老
人
の
よ
う
に
見
え
た

の
で
あ
る
(
四

O
頁
)
。
大
審
問
官
は
グ
レ
コ
に
、
こ
こ
セ
ヴ
ィ
リ
ヤ
の
医
者
は
だ
め
だ
、
誰
か
良
い
医
者
を
知
ら
な
い
か
と
尋
ね
る
。
グ

レ
コ
は
亡
く
な
っ
た
皇
帝
が
召
し
出
し
た
カ
サ
リ
ア
博
士
は
わ
た
し
の
親
友
だ
と
答
え
る
。
大
審
問
官
は
カ
サ
リ
ア
を
召
し
だ
す
こ
と
に

同
意
し
、
な
ん
と
グ
レ
コ
に
恐
怖
を
与
え
て
い
る
「
眼
鏡
の
つ
る
を
ゆ
っ
く
り
耳
の
上
か
ら
引
っ
張
っ
て
眼
鏡
を
は
ず
し
、
う
し
ろ
に
体

を
倒
し
、
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
エ
ル
・
グ
レ
コ
に
眼
鏡
を
渡
し
て
、
小
机
の
上
に
置
か
せ
た
」
(
四
二
頁
)

の
で
あ
る
。

大
審
問
官
は
眼
鏡
と
ピ
レ
タ
と
紫
衣
と
に
よ
っ
て
、
グ
レ
コ
に
巨
大
な
権
威
的
心
理
的
圧
力
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
紫
衣

(
そ
の
代
わ
り
に
ロ

l
マ
人
風
の
肌
着
を
つ
け
)
も
ビ
レ
タ
(
そ
の
代
わ
り
に
つ
る
っ
禿
げ
の
頭
を
露
出
さ
せ
)
も
な
く
、
権
威
を
象
徴

す
る
そ
の
最
後
の
眼
鏡
さ
え
取
り
は
づ
し
て
グ
レ
コ
に
手
渡
し
た
の
で
あ
る
。
グ
レ
コ
は
こ
の
残
忍
無
比
の
死
刑
執
行
人
の
穏
さ
れ
た
一

面
を
こ
こ
で
垣
間
見
た
。
グ
レ
コ
に
と
っ
て
絵
を
描
く
と
は
単
に
対
象
の
外
見
を
描
く
こ
と
で
は
な
い
。
日
を
閉
じ
て
対
象
の
真
の
姿
を
、

内
面
の
姿
を
把
握
し
、
画
布
の
上
に
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
残
忍
無
比
な
大
審
問
官
と
今
や
外
面
的
権
威
を
取
り
去
っ
た
大
審
問
官
と
い

う
こ
つ
の
姿
を
見
た
。
こ
の
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
?
グ
レ
コ
は
大
審
問
官
の
内
部
的
世
界
を
強
く
知
り
た
く
思
っ
た
。
も

し
そ
れ
が
解
れ
ば
、
彼
に
対
す
る
恐
怖
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
彼
の
肖
像
画
も
見
事
に
完
成
さ
せ
る
事
も
出
来
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
カ
サ
リ
ア
が
急
逮
ト
レ
ド
か
ら
召
し
だ
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
馳
せ
着
け
た
カ
サ
リ
ア
は
大
審
問
官
が
自
分
の

兄
を
殺
し
て
お
い
て
、
弟
の
自
分
に
命
を
助
け
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
と
怒
り
、
殺
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
グ
レ
コ
は
寸
友

ょ
、
行
っ
て
早
く
彼
を
治
し
て
ほ
し
い
。
わ
た
し
は
彼
の
肖
像
画
を
描
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
真
実
に
よ
っ
て
わ
た
し
に
命

じ
た
の
だ
か
ら
。

い
い
か
い
、
彼
を
殺
し
て
も
無
駄
な
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
に
出
来
る
事
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
に
追
放
さ
れ
た
者
(
〉
の
宮
司

口
町
立
由
民
)

の
顔
を
し
っ
か
り
描
き
残
し
て
お
く
こ
と
な
ん
だ
L

(

四
三
頁
)
と
説
得
す
る
(
マ
ン
、
ラ
1
ト
プ
ル
ブ
は
殺
害
を
肯
定
し
た
。

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
i
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
L

七
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グ
レ
コ

i
ア
ン
ド
レ
ス
と
の
考
え
方
の
違
い
に
注
意
)
。

他
方
、
カ
サ
リ
ア
は
結
局
私
怨
を
す
て
、
自
己
の
能
力
、
自
己
の
名
誉
に
か
け
て
、
自
己
の
敵
を
治
そ
う
と
す
る
。
彼
は
診
察
箱
を
持
つ

て
、
大
審
問
官
の
治
療
に
向
か
う
。
カ
サ
リ
ア
は
深
夜
か
ら
朝
ま
で
一
睡
も
せ
ず
に
治
療
に
当
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
大
審
問
官

と
緊
張
を
は
ら
ん
だ
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。
大
審
問
官
は
自
分
が
カ
サ
リ
ア
の
兄
を
裁
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
カ
サ
リ
ア
の
殺
意

も
は
っ
き
り
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
例
の
助
任
司
祭
に
「
余
が
今
夜
死
ん
だ
と
し
た
ら
:
:
:
ま
っ
た
く
の
自
然
死
だ
」
と
断
言
し
て
カ
サ

リ
ア
の
殺
意
を
う
な
が
す
。
カ
サ
リ
ア
は
大
審
問
官
に
尋
ね
る
(
い
や
、
詰
問
す
る
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
)
0

「
聖
な
る
異
端
審
問
の
任

務
は
聖
な
る
教
会
の
役
割
と
矛
盾
し
ま
せ
ん
か
?
教
会
は
殉
教
者
の
血
で
種
子
を
育
て
て
い
る
の
で
す
か
ら
」
。
大
審
問
宮
は
「
殉
教
者

カ
サ
リ
ア
の
方
を
向
く
。
寸
彼
の
眼
鏡
を
取
っ
た
自
は
、
焦
点
が
定
ま
ら
ず
、
丸
い
ぎ
よ
ろ
目
は
仮

を
持
つ
の
は
教
会
だ
け
だ
」
と
答
え
、

面
の
自
の
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら
隠
れ
て
い
る
者
が
、
見
知
ら
ぬ
者
が
覗
い
て
い
た
」
(
四
六
頁
)
。
カ
サ
リ
ア
は
大
審
問
官
の
自
の
な
か
に

教
会
の
正
義
だ
げ
を
確
信
す
る
全
く
異
質
な
精
神
を
垣
間
見
て
ぞ
っ
と
す
る
。

大
審
問
宮
は
カ
サ
リ
ア
の
治
療
の
甲
斐
あ
っ
て
、
快
方
に
向
か
う
。
年
が
明
け
て
一
月
六
日
の
顕
現
祭
か
ら
八
日
目
、
グ
レ
コ
の
絵
は

完
成
す
る
。
こ
の
間
、
グ
レ
コ
は
大
審
問
官
の
内
部
に
何
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
グ
レ
コ
が
大
審
問
官
の
眼
鏡
を
つ
ら
ぬ
い
て

そ
こ
に
見
た
も
の
は
何
か
?
「
そ
れ
は
わ
た
し
と
同
じ
調
穴
の
目
だ
、
わ
た
し
と
同
じ
悲
し
み
だ
。
こ
の
自
の
中
に
は
墓
が
あ
る
。
お
お
、

大
審
問
官
の
自
の
な
か
の
、
冷
た
い
、
石
の
よ
う
な
こ
の
憂
愁
よ
!
」
(
五
六
頁
)
。
グ
レ
コ
は
大
審
問
宮
の
自
の
な
か
に
「
悲
し
み
」
と

い
う
自
分
と
同
じ
「
人
間
的
な
領
域
」
を
発
見
し
、
彼
に
対
す
る
恐
怖
を
克
服
し
て
、
彼
の
肖
像
画
を
完
成
し
た
。
グ
レ
コ
は
今
や
自
分

の
絵
の
対
象
を
、
大
審
問
官
を
理
解
し
得
た
。
そ
し
て
、
大
審
問
官
を
「
悲
し
む
聖
者
」
、
「
聖
な
る
死
刑
執
行
人
」
と
規
定
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
終
わ
っ
て
い
る
。



わ
た
し
は
彼
の
顔
を
よ
く
識
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
稀
な
こ
と
だ
が
そ
の
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
憂
愁
の
た
め
に
聖
者

で
あ
り
、
悲
し
む
聖
者
、
聖
な
る
死
刑
執
行
人
な
の
だ
!
彼
は
洞
穴
の
目
を
し
て
い
る
、
と
エ
ル
・
グ
レ
コ
は
静
か
に
語
る
。
そ
し

て
そ
の
洞
穴
の
目
が
彼
の
頭
と
彼
の
世
界
と
の
暗
閣
の
中
で
ど
こ
に
通
じ
て
い
る
の
か
、

わ
れ
わ
れ
に
は
解
ら
な
い
と

(
六
二
頁
)
。

芸
術
家
は
恐
怖
を
克
服
し
て
「
悪
の
権
化
」
を
描
き
、
残
酷
無
比
の
大
審
問
宮
の
肖
像
を
後
世
へ
の
証
言
と
し
て
残
す
こ
と
が
出
来
た
。

し
か
し
、
大
審
問
官
は
持
病
を
治
し
て
も
ら
い
、
自
分
の
肖
像
画
を
残
し
て
ま
す
ま
す
意
気
高
ら
か
に
な
り
、
「
聖
な
る
宗
教
裁
判
所
の
火

刑
の
薪
は
、

ヌ
1
ニ
ョ
・
デ
・
ゲ
ヴ
ァ
ラ
の
新
た
に
強
ま
っ
た
生
命
力
の
よ
う
に
活
気
づ
く
の
で
あ
っ
た
L

(

六
一
頁
)
。
と
す
る
な
ら
、

た
し
か
に
芸
術
家
は
自
己
の
信
念
を
貫
き
、
証
言
を
残
す
こ
と
が
出
来
た
も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
芸
術
家
を
取
り
巻
く
政
治
環
境
は
、

以
前
よ
り
は
る
か
に
悪
化
し
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
目
の
な
か
に
「
悲
し
み
」
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
は
ヒ
ト
ラ
ー
を
許

し
た
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
?
芸
術
家
の
芸
術
的
情
熱
は
政
治
状
況
を
い
さ
さ
か
も
改
善
さ
せ
ず
、
さ
ら
に
悪
化
す
ら
さ
せ
て
い
る
。
こ

れ
で
、
果
た
し
て
抵
抗
、
精
神
的
抵
抗
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
グ
レ
コ
の
「
精
神
的
抵
抗
」
物
語
か
ら
、
当
然
、
そ
の
よ
う
な
疑
問

を
抱
こ
う
。

こ
こ
で
は
、

わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
こ
の
芸
術
家
の
置
か
れ
て
い
る
政
治
状
況
を
、
全
体
的
専
制
的
国
家
の
下
に
お
け
る
知
識
人
の

生
活
環
境
を
、
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
プ
ラ
ト
ン
に
依
拠
し
て
、
衆
愚
政
治
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
時
真
の

哲
学
者
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
を
、
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
圧
倒
的
な
絶
対
的
専
制
的
な
政
治
権
力
が
厳
然
と
し
て
君
臨
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、
外
面
的
な
政
治
闘
争
が
完
全
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
た
、
良
心
在
る
・
孤

独
な
反
体
制
的
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
内
面
的
な
闘
争
が
、
恐
怖
を
克
服
し
て
自
己
の
研
究
・
芸
術
を
完
成
す
る
こ
と
が
、

精
神
的
抵
抗
の
唯
一
の
方
法
と
な
る
。
そ
の
抵
抗
が
い
か
に
限
界
づ
け
ら
れ
、

い
か
に
非
政
治
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
状
況
で

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

九
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は
こ
れ
が
全
て
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
も
「
政
治
的
な
L

抵
抗
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
こ
う
い
っ
た
事
態
に
対
す
る
一
般
的
考
察
は
、

「
非
政
治
的
人
間
と
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
の
掌
で
詳
し
く
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
闘
争
の
、
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
」
的

作
品
の
、
榎
れ
た
記
念
碑
な
の
で
あ
る
。

(4) 

作
家
の
精
神
的
抵
抗
の
諸
相

し
か
も
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
よ
う
に
、
見
事
な
寸
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
」
を
凝
ら
し
た
「
精
神
的
抵
抗
」
・
「
国
内
亡
命
」

の
成
功
例
を
、
現
代
ド
イ
ツ
文
学
の
若
い
・
厳
し
い
評
価
を
下
す
研
究
家
ベ
ー
タ
l
・
ツ
イ
ン
マ

i
マ
ン
で
す
ら
、
次
の
よ
う
な
文
脈
の

中
で
言
及
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、

書
籍
市
場
に
も
新
聞
に
も
国
家
の
監
視
の
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
中
で
、
反
体
制
的
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

カ
ム

ブ
ラ
ー
ジ
ュ
が
必
要
で
、
「
奴
隷
の
言
葉
」
な
い
し
は
画
一
主
義
に
従
う
外
見
を
と
る
書
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
批
判

は
「
行
と
行
の
間
L

に
間
接
的
に
匂
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
三
帝
国
の
現
状
を
過
去
の
歴
史
の
な
か
に
ず
ら
せ

る
こ
と
で
、

そ
の
恐
ろ
し
い
姿
を
陰
画
の
形
で
映
し
出
し
た
り
(
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
!
『
ラ
ス
・
カ
サ
ス
』
、

ブ
ラ
ン
ク
・

テ
ィ

1
ス
『
悪
霊
た
ち
の
国
』
一
九
回
二
、
あ
る
い
は
反
対
の
構
想
を
陽
商
の
形
で
呈
示
し
て
お
い
て
、
こ
れ
と
対
決
す
る
手
法
が

用
い
ら
れ
た

(
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
『
わ
れ
わ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
』

一
九
四
二
、

ヨ
ツ
へ
ン
・
ク
レ
ツ
パ

l
『
父
親
』

八
三
七
)
。

し
か
し
、
あ
ま
り
に
う
ま
く
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
と
、
真
意
が
伝
わ
る
ど
こ
ろ
か
取
り
違
え
ら
れ
る
危
険
を
冒
し
、

と
も
す
る
と



自
分
の
意
志
と
直
接
対
立
す
る
働
き
さ
え
す
る
こ
と
が
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
人
の
第
一
人
者
を
キ
リ
ス
ト
教
の
君
主
に
仕
立
て
る

ヨ
ツ
へ
ン
・
ク
レ
ッ
パ

l

(
一
九

O
三

i
四
二
)

の
小
説
、
『
父
親
』
(
一
九
三
七
)
が
、
第
三
帝
国
で
広
く
読
ま
れ
た
の
は
何
よ
り

も
ナ
チ
の
推
薦
を
受
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
総
統
崇
拝
の
対
立
像
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
に
、
こ
の
小
説
は
軍
国
主

義
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
の
盟
家
理
念
を
倫
理
的
に
正
当
化
し
、
宗
教
的
に
賛
美
す
る
も
の
と
し
て
も
読
ま
れ
た
。
ヴ
ェ
ル
ナ
!
・
ベ
ル

ゲ
ン
グ
リ
ュ
!
ン
(
一
八
九
二

1
一
九
六
回
)
の
小
説
『
大
暴
君
と
審
判
』
(
一
九
一
一
一
五
)
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
イ

タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
暴
君
を
題
材
に

J
c
ま
ざ
ま
な
手
段
で
誘
惑
す
る
権
力
者
と
余
り
に
も
誘
惑
に
弱
い
権
力
を
も
た
な
い

被
抑
圧
者
た
ち
」
(
訪
問
書
よ
り
)
を
禽
話
的
に
描
い
た
こ
の
小
説
は
『
民
族
的
観
察
者
』
誌
か
ら
「
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
総
統
を
描
い

(注
M
}

た
小
説
L
と
し
て
称
賛
を
う
け
た
。

レ
ス
、 つ

ま
り
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
作
家
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ

1
、
ブ
ラ
ン
ク
・
テ
ィ

l
ス
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド

ヨ
ッ
へ
ン
・
ク
レ
ッ
パ

l
、
ヴ
ェ
ル
ナ

l
・
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
!
ン
の
場
合
は
、
そ
の
「
閣
内
亡
命
L
・
「
精
神
的
抵
抗
L
を
語
る

こ
と
が
出
来
る
希
有
の
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
上
記
引
用
文
の
後
半
「
し
か
し
、
あ
ま
り
に
う
ま
く
カ

今
ラ
ー
ジ
ュ
L
し
過
ぎ
て
、
攻
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
当
の
敵
か
ら
誉
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
寸
悲
・
喜
劇
!
L
は
、
「
精
神
的
抵

抗
L
の
・
見
事
な
・
際
立
っ
た
成
功
例
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
作
者
の
本
来
の
意
図
で
あ
る
「
精
神
的
抵
抗
」
・
「
意
義
申
し
立
て
」
・
「
市

民
的
抵
抗
」
は
鮮
や
か
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
が
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
は
ナ
チ
ス
権
力
や
一
般
読

者
の
側
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
直
接
、
作
者
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
一
一
言
及
さ
れ
た
「
国
内
亡
命
者
」
た
る
資
格

を
も
っ
、
す
で
に
述
べ
た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
を
除
く
他
の
四
人
の
「
精
神
的
抵
抗
」
者
に
つ
い
て
も
、
簡
単
な
が
ら
ぜ
ひ
言

(
持
品
目
叫
)

及
し
て
お
か
な
げ
れ
ば
な
る
ま
い
。

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」



筑
波
法
政
第
二
十
三
号

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ

l
河
内
宮
町

0
5
ω
n
yロ
巾
広
角
(
一
九

O
一ニ

1
五
八
)
、
パ

l
一
ア
ン
バ
ー
デ
ン
に
て
商
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

ポ
ツ
ダ
ム
、

ベ
ル
リ
ン
で
作
家
と
し
て
の
修
業
を
つ
む
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
作
家
。
無
数
の
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
が
あ
り
、

と
く
に
政
治
権
力

と
精
神
的
な
力
の
抗
争
を
描
く
。
ナ
チ
ス
期
の
国
内
亡
命
・
文
学
的
抵
抗
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
的
エ
ッ
セ
イ
『
主
の
祈
り
む
忠

ぐ
ω円
。
円
ロ
ロ
凹
ゆ
吋
』
(
一
九
四
一
)
、
『
カ
!
ル
五
世
の
前
の
ラ
ス
・
カ
サ
ス

F
g
n
g
g〈
C
円
阿
古
ユ
〈
』
(
一
九
三
八
)
。
後
者
は
ナ
チ
ス
の
ユ

ダ
ヤ
人
迫
害
を
告
発
す
る
と
い
う
真
の
・
隠
れ
た
テ
l
マ
を
も
っ
。

ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
イ
ン
デ
ィ
オ
を
守
る
た
め
に
、

僧
侶
ラ
ス
・
カ
サ
ス
が
立
ち
上
が
り
、

ス
ペ
イ
ン
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
と
対
決
し
、
ラ
ス
・
カ
サ
ス
の
演
説
に
う
た
れ
た
皇
帝
が
迫
害
を
中

止
す
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
辛
採
な
評
者
で
あ
る
ツ
イ
ン
マ

i
マ
ン
は
、
寸
小
説
で
は
ラ
ス
・
カ
サ
ス
の
演
説
に
打
た
れ
た
カ
ー
ル
五

世
は
迫
窓
口
を
中
止
す
る
が
、
権
力
者
の
良
心
へ
訴
え
る
な
ど
は
ナ
チ
ズ
ム
の
権
力
領
域
で
は
、
被
圧
迫
者
の
権
利
の
公
然
た
る
擁
護
と
開

様
、
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

シ
ュ
ナ
イ
ダ
!
の
文
学
的
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
の
独
自
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
こ
の
こ
と
つ
歴

史
寓
話
の
弱
点
」
の
こ
と
l
三
石
)

の
最
上
の
証
拠
で
あ
る
(
六
七
二
頁
)
L

。
し
か
し
、
こ
の
評
価
は
厳
し
す
ぎ
よ
う
。
問
題
は
精
神
的

な
抵
抗
の
姿
勢
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
係
わ
る
か
ら
で
あ
り
、
ツ
イ
ン
マ

l
マ
ン
自
身
、
「
シ
ユ
ナ
イ
ダ
!
と
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
!

ン
の
個
々
の
作
品
が
と
も
か
く
精
神
的
抵
抗
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
考
え
得
る
と
す
る
な
ら
」
(
六
七
四
頁
)
と
も
書
き
留
め
て
い
る
か
ら
、

シ
ュ
ナ
イ
、
ダ

1
が
一
貫
し
て
抵
抗
の
精
神
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
、

ツ
イ
ン
マ

1
マ
ン
す
ら
認
め
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
二
ノ
ィ

l
ス
明
日
ロ
}
内
、

H
t
o
g
(
一
八
九

0
1
一
九
七
七
)
、

バ
ル
ト
海
沿
岸
の
エ
ル
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
リ
ブ
ラ
ン
ド
近
く

の
)
に
生
ま
れ
、

ベ
ル
リ
ン
、
テ
ュ

i
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
ド
イ
ツ
語
・
ド
イ
ツ
文
学
(
の
め
吋
宮
町
富
山
由
民
芝
、
歴
史
学
、
哲
学
を
学
ぷ
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、

ナ
チ
ス
掌
権
直
後
、
最
初
に
「
国
内
亡
命
L

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。

つ
ま
り
「
イ
ン
ネ
レ
・
エ
ミ
グ
ラ
チ
オ
ン
」

と
い
う
言
葉
の
発
明
者
で
あ
る
が
、
そ
の
評
価
は
全
く
岐
れ
て
い
る
。
ギ
ュ
ン
タ

1
・
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ
ル
ン
『
声
な
き
蜂
起
』
(
ニ
二
五
頁
)



に
は
「
時
に
応
じ
て
示
す
文
学
的
勇
気
の
た
め
に
、
第
三
帝
国
の
反
ナ
チ
ス
の
人
々
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
と
く

に
彼
の
長
編
小
説
『
悪
霊
の
国
』
が
好
評
を
博
し
た
L

と
高
く
評
価
す
る
が
、
し
か
し
ト
!
マ
ス
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
く
逆
の
評
価
で

あ
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
テ
ィ
!
ス
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
ド
イ
ツ
で
、
彼
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
へ
の
感
激
を
告
白
し
た
一
九
三
三
年
の
あ
る

会
見
記
を
暴
露
さ
れ
て
、

か
え
っ
て
手
ひ
ど
く
笑
い
者
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
一
座
(
マ
ン
の
言
う
寸
国
内
亡
命
派
」
の
こ
と

i
一
ニ
石
)
は
そ
の
首
領
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
皮
肉
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
。

一
九
三
三
年
の
会
見
記
で
の
発
言
は
事
実
で
は
あ
ろ
う

が
、
自
ら
も
「
園
内
亡
命
者
」
で
あ
っ
た
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ
ル
ン
の
記
述
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
マ
ン
よ
り
も
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ

ル
ン
を
信
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
彼
は
膨
大
な
作
品
を
残
し
た
が
、

フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ
!
ニ
の
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』

に
は
、
『
ヨ
ハ

ン
ナ
と
エ
ス
タ
ー
ト
『
o
y釦
ロ
ロ
山
口
口
仏
開
丘
町
内
山
口
(
一
九
三
二
)
は
「
生
の
豊
穣
さ
を
歌
う
ロ

i
マ
ン
」
、
『
対
馬
、
H
，

g
m
E
B
E
(
一
九
三
六
)

は
「
決
死
の
最
前
線
に
立
つ
人
々
の
英
雄
精
神
に
捧
げ
る
賛
歌
」
、
『
デ
ー
モ
ン
た
ち
の
園
口
器
河
内
庁
防
母
ユ
)
普

5
5
5
(
一
九
四
二

は
「
千
年
に
わ
た
る
歴
史
絵
巻
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
み
せ
た
が
、
こ
の
作
品
の
中
の
デ
モ

i
ニ
シ
ュ
な
も
の
を
地
下
冥
府
的
な
諸
力
の
爆
発

と
み
な
す
解
釈
は
、
非
常
に
明
確
か
つ
勇
敢
に
時
の
政
治
を
風
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(
五
一
四

1
一
五
頁
)
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

ヨ
ッ
へ
ン
・
ク
レ
ッ
パ

l
r
n
V
8
5
8
U
2
(
一
九

O
三
1
一
九
四
二
)
。
オ
i
デ
ル
河
畔
の
ボ
イ
テ
ン
で
、
ド
イ
ツ
福
音
派
の
牧
師
の

子
と
し
て
生
ま
れ
、
プ
レ
ス
ラ
ウ
と
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
で
神
学
を
学
ん
だ
が
、
健
康
上
の
理
由
で
聖
職
を
離
れ
、
詩
人
・
作
家
と
し
て

立
ち
、
多
く
の
宗
教
詩
を
作
り
、

ま
た
プ
ロ
シ
ャ
の
フ
リ
l
ト
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

I
世
を
扱
っ
た
♂
〈
巴
号
〈
記
ぬ
と
こ
九
三
七
)

は
ナ
チ
ス
体
制
下
に
あ
っ
て
、

そ
の
認
可
も
あ
っ
て
、
全
ド
イ
ツ
的
に
高
い
評
価
を
得
た
。

一
九
コ
二
年
二
人
の
子
供
(
長
女
、
次
女
)

を
持
つ
年
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
ヨ
ハ
ン
ナ
・
シ
ュ
タ
イ
ン

ご
八
九

O
生
ま
れ
)
と
結
婚
、
長
女
を
第
二
次
大
戦
車
前
に
亡
命
さ
せ
た
が
、

残
っ
た
三
人
は
一
九
四
二
年
一
二
月
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
る
直
前
に
ベ
ル
リ
ン
郊
外
の
自
宅
で
死
を
共
に
し
た
(
彼
は
強
制
離
婚
す
れ

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
l
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

一
一



筑
波
法
政
第
二
十
一
一

二
四

ば
自
分
だ
け
は
助
か
る
道
を
拒
否
し
た
)
。

と
し
て
抜
粋
公
刊
さ
れ
深
い
感
動
を
与
え
た
。
日
記
に
は
ナ
チ
ス
体
制
下
に
お
け
る
想
像
を
絶
す
る
不
安
・
恐
怖
が
、
押
さ
え
ら
れ
た
筆

一
九
三
二
年
か
ら
死
ま
で
の
日
記
が
書
か
れ
、
遺
族
の
手
よ
っ
て
、
『
み
つ
ば
さ
の
か
げ
に
』

致
で
見
事
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ

l
ニ
の
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
は
、
こ
の
『
父
』
に
つ
い
て
吋
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産
を
守
る
た
め
の
苦
労
を
描
い

た
作
品
で
、
そ
の
点
で
は
文
学
以
上
の
も
の
、

つ
ま
り
政
治
的
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
フ
リ

i
ト
リ

ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

I
世
が
、
生
き
た
人
間
の
力
、
国
家
的
き
ず
な
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
際
の
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産
と
い
う
の
は
敬
度

主
義
を
意
味
し
、
国
の
親
と
し
て
の
居
王
の
厳
し
い
父
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
L

(

五
六
一

1
六
二
頁
)
と
説
明
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン
ツ
・
シ
ヨ

ウ
ナ
ウ
ア
l
は
彼
を
「
政
治
音
痴
」
(
ニ

O
一
一
員
)
と
か
「
民
族
社
会
主
義
の
文
化
政
策
に
対
し
、

ク
レ
ッ
パ
ー
が
い
か
に
世
間
知
ら
ず
で

あ
っ
た
か
L

(

ニ
O
一
ニ
頁
)
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
ク
レ
ツ
パ
ー
だ
け
で
な
く
、
ぷ
精
神
の
王
国
》
と
政
治
の
王
国
と
の
問

を
区
別
し
よ
う
と
す
る
」
(
ニ

O
O頁
)
ド
イ
ツ
市
民
文
学
の
「
精
神
分
裂
症
」
(
二

O
四
頁
)

に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
シ
ョ
ウ
ナ
ウ
ア

1

は
診
断
し
て
い
る
。

ヴ
エ
ル
ナ

l
・
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ

l
ン
当
時
ロ
均
出

2
m
g
m
g
g
(
一
八
九
二
r
う
一
九
六
回
)
。
一
ブ
ト
ピ
ア
の
首
都
リ
ガ
で
医
者
の
子
と

し
て
生
ま
れ
、

マ
1
0フ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
、
法
律
、
摩
史
、
文
学
を
学
ぶ
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
召
集
さ
れ
、

ロ

シ
ア
軍
と
戦
っ
た
。
戦
後
は
雑
誌
の
編
集
長
な
ど
務
め
た
の
ち
作
家
に
転
じ
、

ベ
ル
リ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
チ
ロ
ル
に
住
み
、

一
九
五
六

年
以
降
は
パ

1
デ
ン
・
パ

i
デ
ン
に
住
み
こ
こ
で
没
し
た
。
多
数
の
作
品
が
あ
る
が
、
明
白
な
ナ
チ
ス
批
判
の
警
と
し
て
有
名
な
『
大
暴

君
と
審
判

U
R
の
さ
m∞
号
円
釦
ロ
ロ
ロ
ロ
向
山
仏
民
間
口
耳
目
円
伊
丹
』
(
一
九
一
ニ
五
)
、
『
天
国
も
こ
の
世
も
〉
自
国
円

E
g
a
d
-⑦
h
W
C

同
開
邑

g
』
(
一
九
四

O
)
が
あ
り
、

ブ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ

i
ニ
の
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
は
こ
の
ご
つ
の
長
編
小
説
を
「
最
も
円
熟
し
た
作
品
」
〈
五
六
三
頁
)



と
評
し
て
い
る
。
前
者
の
粗
筋
。

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
あ
る
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
の
専
制
的
な
暴
君
は
あ
る
殺
人
犯
人
の
名
前
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
犯
罪
者
を
拘
留
す
る
よ
う
に
と
命
令
す
る
。
実
際
に
は
暴
君
自
身
が
殺
人
犯
人
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
偽
り
の
犯
罪
捜
査

の
手
筈
を
次
々
と
整
え
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

か
え
っ
て
、
彼
は
臣
下
の
行
動
や
反
応
の
把
握
が
可
能
に
な
る
。
臣
下
は
た
だ
、
こ
の
狂

暴
な
国
家
権
力
し
か
自
に
入
ら
な
い
。
臣
下
は
真
相
を
知
る
に
及
ん
で
も
暴
君
の
命
令
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
暴
君
は
罪
人
な
の
で
あ

る
が
、
彼
は
自
己
の
権
力
に
よ
っ
て
、
人
を
誘
惑
し
た
り
、
試
み
た
り
、
裁
い
た
り
、
罰
を
下
し
た
り
す
る
権
利
を
横
領
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

ツ
イ
ン
マ

l
マ
ン
は
、
上
に
も
引
用
し
た
、
が
、
例
に
よ
っ
て
皮
肉
を
こ
め
て
「
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
暴
君
を
題
材
に
J
c

ま
ざ
ま
な
手
段
で
誘
惑
す
る
権
力
者
と
余
り
に
も
誘
惑
に
弱
い
権
力
を
も
た
な
い
被
抑
圧
者
た
ち
(
前
書
き
よ
り

γ
を
寓
話
的
に
描
い
た

こ
の
小
説
(
『
大
暴
君
と
審
判
』
の
こ
と
!
一
ニ
石
)
は
《
民
族
的
観
察
者
フ
ェ
ル
キ
ツ
シ
ャ

1
・
ベ
オ

l
パ
ハ
タ
l
》
誌
か
ら
。
ル
ネ
サ
ン

ス
時
代
の
総
統
を
描
い
た
小
説
u

と
し
て
称
賛
を
受
げ
た
」
(
六
七
三
頁
)
と
書
い
て
い
る
。
後
者
は
一
五
二
五
年
に
起
こ
る
と
予
言
さ
れ

た
大
洪
水
を
め
ぐ
っ
て
の
「
大
衆
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
を
描
き
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
世
界
大
戦
を
告
発
す
る
長
編
小
説
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
、

は
っ
き
り
と
「
証
拠
」
を
残
し
た
「
精
神
的
抵
抗
」
の
在
り
方
を
、

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の

場
合
に
つ
き
そ
の
典
型
的
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
、
こ
の
範
轄
に
入
る
事
例
を
こ
こ
で
は
検
討
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
シ
ュ
テ
フ
ア

ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
の
場
合
、

そ
の
『
わ
れ
わ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
国
内
を
脱
出
し
て
か
ら
書
か
れ
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
園
内
亡
命
の
事
例
に
取
り
上
げ
る
の
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
す
で
に
検
討
し
て
き
た
『
エ
ル
・
グ
レ
コ
大
審
問
宮
を
掻

く
』
が
そ
の
「
精
神
的
抵
抗
」
の
姿
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
検
討
す
べ
き
は
、
現
代
ド
イ
ツ
の
厳
し
い
批
評
家
た
ち
が
厳
し
い
評
価
を
与
え
て
い
る
次
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
遠
、

つ
ま

り
第
一
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
「
内
省
的
な
も
の
へ
逃
避
」
し
た
と
さ
れ
る

J
f
リ
ス
ト
教
的

1
保
守
的
作
家
L

た
ち
、

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
1
」
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

五



筑
波
法
政
第
二
十
三
号

句ム.
/、

シ
ュ
ナ
イ
ダ
!
と
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ
!
ン
の
個
々
の
作
品
が
と
に
か
く
も
精
神
的
抵
抗
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
考
え
得
る
と
す
る
な

ら
、
ゲ
ル
ト
ル

l
ト
・
フ
ォ
ン
・
フ
ォ
ー
ル

(
『
処
刑
台
の
最
後
の
女
』

一
九
三
一
、
『
ド
イ
ツ
讃
歌
』

一
九
三
七
、
『
マ
グ
デ
プ
ル
ク

の
婚
礼
』

一
九
三
八
)
、

オ
イ
ゲ
ン
・
ゴ
ッ
ト
ロ

1
プ
・
ヴ
イ
ン
ク
ラ

1
(
『
全
著
作
集
』

一
九
三
七
)
、

マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
ハ
ウ
ス
マ

ン
、
ル

1
ド
ル
フ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

1
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
あ
る
い
は
ハ
ン
ス
・
カ
ロ
ッ
サ
な
ど
の
作
家
を
国
内
亡
命
作
家
と
し
て
扱

う
試
み
に
は
、
作
品
の
中
か
ら
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

(
ツ
イ
ン
マ
!
マ
ン
、
六
七
回
頁
)
。

お
よ
び
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
人
達
と
し
て
、
「
内
省
的
な
も
の
へ
逃
避
せ
ず
、
現
存
の
社
会
的
差
別
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
の
過
程
、
ナ
チ
の

独
裁
、

そ
し
て
帝
国
主
義
的
政
策
を
公
然
と
支
持
す
る
こ
と
で
傑
出
し
て
い
た
L

と
さ
れ
る
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ

l
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー

ト
・
ベ
ン
ら
に
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

わ
れ
わ
れ
の
分
類
で
は
、
こ
の
興
味
あ
る
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
残
念
な
が

ら
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
に
は
含
ま
れ
ず
、
「
陶
酔

Lの
ブ
ル
ー
プ
に
入
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
除
き
、

第
一
の
グ
ル
ー
プ
が
詳
細
に
注
意
深
く
検
討
・
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し
て
、
本
当
に
こ
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
作
品
の

つ
ま
り
寸
精
神
的
抵
抗
」
の
寸
証
拠
」
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
?

中
か
ら
は
、
「
国
内
亡
命
L

(注
1
)

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ョ
ウ
ナ
ウ
ア
i
『
第
三
帝
国
の
ド
イ
ツ
文
学
』
小
川
悟
・
植
松
健
郎
訳
、
福
村
出
版
、

一
員
一
七

O
。
佐
藤
晃
一
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
明
治
書
院
、
一
九
七
八
、
二
七
七
頁
。

(注
2
)

フ
ラ
ン
ク
・
テ
ィ

1
ス
の
ト
i
マ
ス
・
マ
ン
宛
て
の
公
開
書
簡
、
ヤ
ン
・
ベ
ル
ク
編
『
ド
イ
ツ
文
学
の
社
会
史

憲
一
・
保
坂
一
夫
・
鈴
木
直
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
(
原
書
一
九
八
一
)
、
六
六
六
頁
。

(注
3
)

フ
!
ベ
ル
ト
・
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
i
編
『
法
・
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
ナ
チ
ス
法
理
論
研
究
会
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
一
二
)
、
引
用
は
九
真
。

一
九
七
二
(
原
室
百
一
九
五
九
)
、

上
』
山
本
尤
・
三
島

一
九
八
七
(
原
書



(注
4
)

の
5
仲間〈一閉山知門戸ぴ
g
n
Y
E口
実
包
巾
ロ
∞
の
}
岡
山
HHMm2Z3
〈印ロ仏
g
v。巾門戸内
hw-
河口問)吋巾門広咽

AU2巴ロ
m
o
p
E山戸

ω・8目

(注
5
)

ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ

i
、
前
掲
書
、
九
頁
お
よ
び
三
一
ニ

O
頁
の
原
注
仰
に
は
、
寸
C
g
S
4
m注
σ
g
n
y噌
辺
自
問
百
円
宮
向
。
同
2
5

Z
白
ZO口出}問。
N
E
U
5
5・山口一

Z
E巾
明
吋
a
o
p
g由
。
(
者
ぽ
S
S
S
E
-
H
-
H
S
ω
一一
z
g叩
明
5
-
o
p
m
m凹巾

405NN-H・5
誌
に
も
同
じ
題
名
の

続
編
の
論
説
、
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
明
白
田
ny目的片山田
n
v
g
皆吋問問円巾

n
z・山口一

U
R
Z
O吋
m
g
(∞巾ユ山口)・
2
吋-
m
Mり巾ぴ
E
R
凶器
ωム
・
昌

ω同
町
・
も
参
照
L

と
あ
る
。
こ
の
表
記
か
ら
す
る
と
、
こ
の
こ
編
の
論
文
は
ラ
!
ト
プ
ル
フ
の
著
作
中
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(注
6
)

ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
!
、
前
掲
書
、
五
三
頁
、
引
用
文
は
少
し
変
え
た
。

(注
7
)

ギ
ュ
ン
タ

1
・
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ
ル
ン
『
声
な
き
蜂
起
ド
イ
ツ
国
民
の
抵
抗
運
動
の
報
告
一
九
三
一
一
一
i
l
一
九
四
五
』
佐
藤
晃
一
訳
編
、

岩
波
書
底
、
一
九
五
六
(
原
書
一
九
五
回
)
、
頁
一
一

O
以
下
。
な
お
ヴ
ア
イ
ゼ
ン
ボ
ル
ン
の
い
う
「
上
部
路
線
し
と
は
将
軍
や
幕
僚
に
よ
る
上

か
ら
の
体
制
転
覆
計
画
の
こ
と
。
小
林
正
文
『
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
』
中
公
新
書
、
一
九
九
回
。
ワ
ル
タ
l
・ホ

l
ブ
ァ
!
『
ナ
チ
ス
・
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
一
九
三
三
|
一
九
四
五
年
一
三
階
段
へ
の
道
』
救
仁
郷
繁
訳
、
論
争
社
、
一
九
六

O
(原
書
一
九
五
七
)
、
四
二
八
貰
以
下
。

(注
8

)

J
・
ウ
イ
ラ

1
1
ベ
ネ
ッ
ト
『
権
力
の
ネ
メ
シ
ス
』
山
口
定
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
(
原
書
一
九
五
三
)
、
二
九

O
頁。

(注
9
)

の
S
S
4
m即
応

σ門口門戸
E開
g
m担
口
氏
問
ぬ
同
ロ
江
田

(U門
戸
同
区
ロ
丘
町
民
て
〈
向
日
開
ぬ
怠
叫

m
R
v
t
g内山の巾白色】
mnymw同門〉の二一∞白的
mYHSO--下
文
の
「
暴

君
殺
害
」
の
条
の
引
用
は
、

ωω
・2
1串・

(
注
目
)

W
・
ウ
ル
マ
ン
『
中
世
に
お
り
る
個
人
と
社
会
』
鈴
木
利
章
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
八
、
七
四
頁
以
下
。

(
注
目
)
∞
g
pロ
〉
ロ
時
2
・
目
。
話
g
吉
田
洋
号
ロ
の
円
。
∞
曲
目
ロ
宮
山
田
町
Z
F
E己
ピ
出
2
R
E
m司
詔
ロ
ロ
門
町
巾
P
(
発
行
年
不
明
)
に
拠
っ
た
。
ア
ン
ド

レ
ス
の
略
歴
も
同
書
。

(
注
ロ
)
フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ル
テ
ィ

1
ニ
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
高
木
実
他
訳
、
一
ニ
修
社
、
一
九
七
九
、
五
六
回
頁
。
な
お
、
ア
ン
ド
レ
ス
の
こ
の
短

篇
小
説
に
つ
い
て
は
、
郭
訳
、
好
村
富
士
彦
訳
『
挫
折
と
抵
抗
』
(
学
芸
書
院
一
九
六
一
)
所
収
お
よ
び
山
一
戸
照
靖
他
編
『
ド
イ
ツ
文
学
研
究
叢

書
四
ド
イ
ツ
短
篇
小
説
の
展
開
』
(
ク
ヴ
ェ
レ
会
、
一
九
八

O
)
所
収
の
奥
田
延
子
論
文
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
そ
の
外
、
「
精
神
的
抵
抗
」

を
敢
行
し
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ

i
の
『
消
え
た
顔
。
器
の
え
出
向
ぽ
〉
再
E
N』
(
短
篇
小
説
で
あ
る
)
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
参
考
に
な
る
。
ま
た
、

ロロ仏

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

l
L
の
「
ト
リ
ゴ
ノ
ス
」

七



筑
波
法
政
第
二

号

J¥ 

ア
ン
ド
レ
ス
の
小
説
の
邦
訳
名
『
わ
れ
ら
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
ヘ
『
楽
園
に
死
す
』
は
訳
者
に
よ
っ
て
違
う
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。

(
注
目
)
ブ
レ
デ
ッ
リ
ク
・
ア
1
ツ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
ロ
マ
ン
、
主
義
へ
』
望
月
雄
二
訳
、
音
楽
の
友
社
、
一
九
八
三
、
一
二
八
頁
。

(注
H
)

ヤ
ン
・
ベ
ル
ク
編
『
ド
イ
ツ
文
学
の
社
会
史
』
上
、
「
第
一
二
帝
国
の
文
学
」
の
六
七
二

1
七
三
頁
。

(
注
目
)
シ
ュ
ナ
イ
ダ

i
、
テ
ィ

l
ス
、
ク
レ
ツ
パ

i
、
ベ
ル
ゲ
ン
グ
リ
ュ

l
ン
の
経
歴
や
作
品
評
価
に
つ
い
て
は
、
『
ブ
ロ
ッ
ク
・
ハ
ウ
ス
ヘ

ツ
イ
ン
マ

1
マ
ン
(
ヤ
ン
ベ
ル
ク
編
『
ド
イ
ツ
文
学
の
社
会
史
』
所
収
)
、
マ
ル
テ
ィ

1
ニ
(
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
)
、
『
へ
ツ
セ

l
マ
ン
往
復
書
簡

集
』
(
青
柳
謙
二
他
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
、
頁
二
七
三
)
、
ク
レ
ツ
パ
!
の
『
み
つ
ば
さ
の
か
げ
に
』
(
小
塩
節
・
小
鎚
千
代
訳
、
日
本
基

督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
七
、
原
書

E
C
E
R
骨
ヨ
ω
岳
民
お
ロ
ロ
ゆ
山
口
貸
出
口
問
叩
]
!
〉

g
r口、
吋
曲
想

g
n
Zコ
凶
作
吋

γ
y
B
E
ω
N
i
H
ま
N
J
H申
印
酌
)

の
訳
者
解
説
、
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。


